








要約:平成 3 年度に初めて三歳児眼科検診が実施されたとぎに受診した児童が小学校に入

学する平成 6年度以降の入学時視力不良児の頻度を、高槻市において実施直前の平成 5年

度のそれと比較したところ、視力不良児の出現頻度は減少の傾向にあった。三歳児眼科検

診における要精検の指示で大阪医科大学付属病院眼科外来を受診した子供の経過をみたと

ころ、屈折異常があっても入学時には良好な視力を得ており、子供たちに視力不良が原因

の勉学上の不利を負わさないですむという社会的効用を認めることかできた。斜視をもつ

例においても入学時までに斜視手術を終えている例が 40%あり、入学後の休学を強いなく

てすむようになっている。これらから、三歳児眼科検診は社会的にきわめて有用であると

評価できる。また、今後の問題として、視能訓練士による屈折検査を三歳児眼科検診二次

検診の場に組み入れる必要性も考察に加えた。


